
「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様

河

上

繁

樹

は

じ

め

に

『
広
辞
苑
（
第
五
版
）』
で
「
唐
織
物
」
と
引
く
と
、「
唐
織
①
に
同
じ
。」
と
あ
る
。
そ
こ
で
「
唐
織
」
と
い
う
言
葉
を
ひ
く
と
、

①
中
国
渡
来
の
織
物
、
ま
た
、
そ
れ
に
似
た
織
物
の
総
称
。
唐
織
物
。

た
て

え
ぬ
き

②
地
組
織
は
経
の
三
枚
綾
、
色
糸
の
絵
緯
は
縫
取
織
に
し
て
浮
か
し
、
多
彩
な
美
し
い
文
様
を
織
り
出
し
た
絹
の
紋
織
物
。

③
能
装
束
の
一
。
唐
織
で
詰
袖
に
仕
立
て
た
最
も
豪
華
・
華
麗
な
表
着
。
主
と
し
て
女
役
に
用
い
ら
れ
る
。

（
新
村
出
編

岩
波
書
店

一
九
九
八
年

五
六
四
頁
）

と
い
う
三
つ
の
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
唐
織
物
」
は
①
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
広
義
に
中
国
製
あ
る
い
は
中
国
風
の
織

物
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）』
で
「
唐
織
」
を
ひ
く
と
、

う
き
お
り
も
の

●１
公
家
の
装
束
に
用
い
る
浮
織
物
に
対
す
る
通
称
。
唐
織
物
。
唐
綾
織
。

ど
ん
す

し
ゅ
ち
ん

し
ゅ
す

じ

●２
中
国
渡
来
の
織
物
。
ま
た
、
そ
れ
を
真
似
て
織
っ
た
織
物
。
金
襴
、
緞
子
、
繻
珍
、
繻
子
な
ど
の
類
を
い
う
。
唐
織
物
。
か
ら
の
地
。

う
ち
か
け

●３
能
装
束
の
一
種
。
浮
織
物
で
仕
立
て
た
打
掛
の
小
袖
。〔
略
〕
唐
織
物
。

一



（
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編

小
学
館

二
〇
〇
一
年

第
三
巻
一
〇
五
五
頁
）

と
あ
り
、
ま
た
「
唐
織
物
」
の
解
説
も
「
唐
織
」
に
対
応
し
て
お
り
、「
唐
織
」
と
「
唐
織
物
」
は
同
義
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

『
広
辞
苑
』
と
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
①
と
●２
、
③
と
●３
が
共
通
す
る
が
、『
広
辞
苑
』
②
が
織
物
の
特
色
を
説
明
す

る
の
に
対
し
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
●１
で
は
「
公
家
」
と
い
う
言
葉
か
ら
和
風
の
織
物
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

次
に
『
国
史
大
辞
典
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
唐
織
」
は
�
と
し
て
「
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
多
く
行
わ
れ
た
、
縫
取
り
風
の

多
彩
な
紋
織
物
の
一
種
。
地
織
り
は
多
く
経
の
三
枚
綾
地
で
地
緯
糸
の
間
に
撚
り
の
な
い
多
彩
な
絵
緯
糸
を
入
れ
て
一
色
ず
つ
部
分
的
に

文
様
を
縫
取
っ
て
浮
き
織
り
に
し
て
行
く
。
し
た
が
っ
て
外
見
は
刺
繍
に
似
た
様
相
を
呈
す
る
。
唐
織
と
い
う
名
称
は
外
来
の
織
物
と
い

ふ
た
え
お
り
も
の

う
意
味
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
平
安
時
代
か
ら
行
わ
れ
た
二
倍
織
物
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
唐
の
字
は
、
糸
を
浮
か
せ
た
浮

文
の
綾
を
唐
綾
な
ど
と
称
し
た
の
と
同
じ
く
、
絵
緯
を
浮
か
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
能
装
束
や
帯
地
な
ど

に
多
く
用
い
ら
れ
た
。
生
産
地
は
京
都
の
西
陣
で
、
俗
に
西
陣
織
と
い
う
と
こ
の
唐
織
を
指
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。（
山
辺
知

行
）」（
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編

吉
川
弘
文
館

一
九
八
三
年

第
三
巻
六
四
〇
頁
）
と
あ
り
、『
広
辞
苑
』
の
②
に
相
当
す
る
説

明
が
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
唐
織
」
の
�
と
し
て
「
能
装
束
の
一
つ
。
錦
に
練
糸
や
金
糸
な
ど
で
花
鳥
そ
の
他
種
々
の
模
様
を

浮
織
に
し
た
小
袖
仕
立
の
衣
服
。
中
国
風
の
織
物
に
似
せ
た
意
だ
が
染
織
技
術
の
高
度
化
に
つ
れ
て
絢
爛
華
美
を
つ
く
す
に
至
り
、
能
装

束
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
な
る
。〔
以
下
省
略
〕（
藤
城
継
夫
）」（
前
同
）
と
あ
り
、『
広
辞
苑
』
③
と
同
様
の
意
味
が
説
明
さ
れ
て

か
ら
も
の

い
る
。
い
っ
ぽ
う
、「
唐
織
物
」
に
つ
い
て
は
「
唐
土
舶
来
の
唐
物
と
よ
ぶ
輸
入
品
の
う
ち
の
絹
織
物
を
総
称
す
る
。
普
通
に
は
、
室
町

き
ん
ど
ん

ど
ん
す

し
ち
ん

り
ん
ず

う
き
も
ん

ふ
た
え
お
り
も
の

時
代
に
明
国
か
ら
舶
来
し
た
金
襴
・
銀
襴
・
金
緞
・
緞
子
・
繻
珍
・
綸
子
の
類
を
い
い
、
伝
統
の
浮
文
の
二
陪
織
物
を
再
現
し
て
華
麗
な

い
ろ
ぬ
き

文
様
を
色
緯
で
織
り
上
げ
る
国
産
の
唐
織
と
区
別
す
る
。〔
以
下
省
略
〕（
鈴
木
敬
三
）」（
前
同
）
と
記
さ
れ
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
●２

と
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
唐
織
物
」
と
「
国
産
の
唐
織
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

三
者
三
様
の
解
説
に
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
歴
史
の
文
献
史
料
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
唐
織
物
」
に
は
中
国
か
ら
の
舶
来
品
と
い
う

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様

二



広
義
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
中
世
の
史
料
で
は
「
唐
織
物
」
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
●１
に
あ
る
よ
う
に
公
家
が
用
い

た
浮
織
物
と
し
て
解
釈
し
た
ほ
う
が
良
い
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
浮
織
物
は
『
広
辞
苑
』
②
が
示
す
よ
う
な
特
色
の
あ
る
織
り
方

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
織
り
方
の
「
唐
織
物
」
が
前
提
と
な
っ
て
、
能
装
束
の
一
種
と
し
て
「
唐
織
」
が
成
立
し
た
と
考
え
た
い
。

本
論
で
は
能
装
束
の
「
唐
織
」
の
前
身
と
し
て
国
産
の
「
唐
織
物
」
を
想
定
し
、
わ
が
国
の
歴
史
の
中
で
「
唐
織
物
」
が
ど
の
よ
う
に

受
容
さ
れ
、
如
何
な
る
過
程
を
経
て
能
装
束
の
「
唐
織
」
へ
と
変
様
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

第
一
章

公
家
が
好
ん
だ
唐
織
物

わ
が
国
の
絹
織
物
は
古
来
中
国
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
平
安
時
代
の
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
は
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
て

日
中
の
公
式
な
国
交
が
絶
た
れ
た
が
、
む
し
ろ
そ
の
後
、
唐
商
船
の
来
航
は
盛
ん
に
な
り
、
宋
の
時
代
（
九
六
〇
年
〜
）
に
な
る
と
い
っ

そ
う
顕
著
に
な
っ
て
中
国
の
文
物
が
わ
が
国
へ
流
入
し
た
。
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
の
な
か
で
「
め
で
た
き
も
の
」
の
筆
頭
に
「
か
ら

に
し
き
」
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
高
級
な
絹
織
物
が
珍
重
さ
れ
た
。
平
安
時
代
に
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
高
級

絹
織
物
は
錦
・
綾
・
羅
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
頭
に
「
唐
」
を
付
け
て
唐
錦
・
唐
綾
・
唐
の
う
す
も
の
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
中
に
『
広

辞
苑
』
の
②
で
意
味
す
る
よ
う
な
経
三
枚
綾
地
に
絵
緯
の
縫
取
織
で
文
様
を
織
り
出
し
た
織
物
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
同
時
代

の
遺
品
が
現
存
し
て
お
ら
ず
確
認
で
き
な
い
。

し
か
し
、
文
献
の
上
で
は
久
安
二
、
三
年
（
一
一
四
六
、
七
）
年
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
『
類
聚
雑
要
抄
』
巻
四
の
「
三
尺
几
帳
一

本
」
の
項
目
に

〔
前
略
〕
但
臨
時
ニ
美
麗
ニ
調
時
者
。
二
倍
織
物
。
又
浮
線
綾
。
象
眼
等
。
随
レ

季
被
レ

用
之
。
於
レ

色
者
有
二

時
好
一

。
紐
村
濃
又
二
倍

織
物
。
随
レ

帷
用
之
。

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様

三



赤
色
唐
織
物
。
紐
平
絹
定
。
但
如
レ

此
物
等
。
随
二

夏
冬
一

用
之
。〔
以
下
略
〕

（『
新
校
群
書
類
従
』
第
二
十
巻

名
著
普
及
会

一
九
七
七
年

五
六
五
〜
六
頁
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、「
唐
織
物
」
と
呼
ば
れ
る
織
物
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。『
類
聚
雑
要
抄
』
は
宮
中
や
摂
関
家
で
行
わ
れ
た
儀
式
の

時
の
宴
席
や
家
具
調
度
と
そ
の
鋪
設
、
装
束
な
ど
に
つ
い
て
の
記
録
集
で
あ
り
、
美
麗
几
帳
の
用
布
と
し
て
「
二
倍
織
物
」
や
「
浮
線

綾
」
と
と
も
に
「
唐
織
物
」
が
記
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
二
倍
織
物
」
は
地
文
の
ほ
か
に
さ
ら
に
上
文
を
織
り
だ
し
た
浮
織

物
で
あ
り
、
平
安
時
代
以
来
、
公
家
の
装
束
に
用
い
ら
れ
た
和
製
の
織
物
で
あ
る
。
こ
の
二
倍
織
物
か
ら
上
文
を
省
き
、
地
文
だ
け
を
浮

き
織
り
に
し
た
も
の
が
「
浮
線
綾
」
で
あ
り
、
逆
に
地
文
を
省
き
、
上
文
だ
け
を
浮
き
織
り
に
し
た
も
の
が
「
唐
織
物
」
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
唐
織
物
」
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
国
産
の
織
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、「
唐
織
物
」
と
関
連
す
る
中
国
の
錦
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が

神
護
寺
経
々
帙
の
錦
で
あ
る
。
こ
の
経
帙
は
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
に
後
白
河
法
皇
が
京
都
の
神
護
寺
に
奉
納
し
た
一
切
経
を
包
む
た

め
に
調
製
さ
れ
た
。
当
初
は
五
〇
〇
枚
あ
ま
り
の
経
帙
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
部
に
〈
唐
子
唐
草
文
様
錦
〉（
図
１
―
１
）
が
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
錦
は
、
地

を
経
の
三
枚
綾
で
組
織
し
、

絵
緯
で
文
様
を
織
り
だ
し
た

も
の
で
、
絵
緯
は
地
緯
一
越

ま
る
こ
し

お
き
（
全
越
）
に
織
幅
い
っ

ぱ
い
に
通
さ
れ
、
六
枚
綾
の

地
搦
で
抑
え
ら
れ
て
い
る

（
図
１
―
２
）。
こ
れ
と
同
様

図 1–1 唐子唐草文様錦 部分図
京都国立博物館蔵

図 1–2 同 組織図解

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様

四



の
組
織
の
織
物
は
正
倉
院
に
も
一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
種
の
錦
は
綾
織
物
の
地
に
絵
緯
を
加
え
て
文
様
を
あ
ら
わ
す
新
し

い
技
術
の
織
物
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
は
宋
か
ら
こ
の
新
種
の
織
物
が
流
入
し
、
わ
が
国
で
も
そ
の
新
技
術
に
学
び
な
が
ら
、
貴
族
た

ち
は
自
ら
の
衣
服
に
ふ
さ
わ
し
い
織
物
を
つ
く
り
だ
し
た
。
そ
の
一
つ
が
『
広
辞
苑
』
②
と
同
様
の
織
物
で
あ
り
、
こ
れ
を
平
安
時
代
以

来
「
唐
織
物
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
の
文
献
に
は
、
公
家
が
自
ら
の
衣
服
に
唐
織
物
を
用
い
た
例
が
見
い
だ
せ
る
。
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
年
に
後
深
草
院
が

舞
楽
を
御
覧
に
な
っ
た
時
の
記
録
で
あ
る
『
文
永
五
年
院
舞
御
覧
記
』
に
は
、
公
家
の
舞
人
の
衣
裳
が
記
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
演
目
の

り
ん
だ
い

「
輪
台
」
で
は
、「
か
ら
を
り
の
物
さ
く
ら
の
狩
衣

文
桜
」（
実
冬
朝
臣
）、「
唐
織
物
の
さ
く
ら
の
狩
衣

文
き
ょ
う
よ
う
」（
冬
輔
朝

臣
）、「
桜
も
え
ぎ
の
か
ら
を
り
物
狩
衣

文
桜
」（
公
重
）、「
か
ら
を
り
物
裏
や
ま
ぶ
き
の
狩
衣

文
柳
た
す
き
。
其
あ
ひ
に
桜
を
む
す

び
を
く
」（
基
俊
）（『
続
群
書
類
従
』
第
一
九
輯

経
済
雑
誌
社

一
九
一
二
年

一
五
四
〜
一
五
五
頁
）
と
あ
り
、
四
人
の
公
家
た
ち

は
い
ず
れ
も
唐
織
物
の
狩
衣
を
舞
の
衣
裳
に
し
て
い
る
。
実
冬
朝
臣
の
狩
衣
は
「
さ
く
ら
」
の
襲
ね
の
色
目
で
、
か
つ
表
地
は
桜
の
文
様

を
織
り
だ
し
た
唐
織
物
で
あ
っ
た
。
他
の
三
人
の
狩
衣
も
そ
れ
ぞ
れ
に
桜
や
杏
葉
、
あ
る
い
は
柳
と
桜
を
組
み
合
わ
せ
た
文
様
を
織
り
だ

し
て
い
る
。

公
家
女
性
も
唐
織
物
を
用
い
た
。『
妙
槐
記
』
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
四
月
二
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
大
宮
院
（
後
嵯
峨
天
皇
の
后
）

が
賀
茂
祭
見
物
に
御
幸
し
た
際
の
装
束
と
し
て
、「
大
宮
女
院
御
料
菖
蒲
二
生
唐
織
物
、
竹
文
、
御
衣
」（『
増
補
史
料
大
成
』
三
三

臨

す
ず
し

川
書
店

一
九
六
五
年

一
九
八
頁
）
と
あ
り
、
季
節
に
あ
わ
せ
た
「
菖
蒲
」
の
襲
ね
の
色
目
で
竹
の
文
様
を
織
り
だ
し
た
生
絹
の
唐
織

ふ
た
つ
ぎ
ぬ

物
を
二
衣
に
し
て
着
用
し
た
。
あ
る
い
は
高
貴
な
婦
人
が
社
寺
へ
奉
納
し
た
御
衣
に
も
唐
織
物
の
例
が
あ
る
。『
昭
訓
門
院
御
産
愚
記
』

乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
五
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
石
清
水
八
幡
宮
へ
「
唐
織
物
藤
二
御
衣
。
文
藤
・
橘
等
。
即
女
院
御
服
也
。」、
上
賀

茂
神
社
へ
「
唐
織
物
藤
二
御
衣
。
文
藤
。
自
永
福
門
院
被
進
之
。」（
史
料
纂
集
『
公
衡
公
記
第
三
』
続
群
書
類
従
完
成
会

一
九
七
四
年

一
一
〇
〜
一
一
一
頁
）
な
ど
と
見
え
、
昭
訓
門
院
（
亀
山
天
皇
の
妃
）
や
永
福
門
院
（
伏
見
院
の
后
）
が
唐
織
物
の
御
衣
を
神
社
に
調
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進
し
て
い
る
。

因
み
に
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
三
月
制
符
口
宣
に
は
「
唐
織
物
・
二
倍
織
物
、
雖

院
宮
不
可
被
用
之
。」
と
あ
り
、
二
倍
織
物

と
と
も
に
唐
織
物
が
院
宮
の
奢
侈
禁
制
の
対
象
に
あ
が
っ
て
お
り
、
贅
沢
な
織
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
例
に
あ
げ
た
衣
服
は
、
襲
ね
の
色
目
や
文
様
が
日
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
唐
織
物
は
和
様
化
し
た
文
様
を
織
り
だ
し

た
国
産
の
唐
織
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
明
月
記
』
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
十
二
月
二
十
九
日
条
に
「
京
中
織
手
織
出
唐
綾
也
」

（
国
書
刊
行
会

一
九
七
〇
年

一
五
二
〜
一
五
三
頁
）
と
の
記
述
が
あ
り
、
京
都
で
「
唐
綾
」
が
織
ら
れ
て
い
た
。
同
様
に
「
唐
織
物
」

が
織
ら
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

第
二
章

古
神
宝
の
唐
織
物

文
献
の
上
で
散
見
す
る
唐
織
物
で
は
あ
る
が
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
公
家
が
実
際
に
着
用
し
た
装
束
の
遺
品
は
現
存
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
公
家
装
束
の
制
に
倣
っ
た
神
宝
の
装
束
を
み
る
と
、
二
倍
織
物
・
唐
織
物
・
浮
織
物
・
固
織
物
・
固
地
綾
な
ど
各
種
の
織

物
は
い
ず
れ
も
経
三
枚
綾
組
織
を
基
本
に
し
て
い
る
。

現
存
す
る
唐
織
物
の
最
古
例
は
鶴
岡
八
幡
宮
（
鎌
倉
）
の
神
宝
装
束
に
含
ま
れ
る
唐
織
物
で
あ
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
神
宝
装
束
は
後
白

河
法
皇
（
一
一
二
七
〜
九
二
）
の
寄
進
と
も
亀
山
上
皇
（
一
二
四
九
〜
一
三
〇
五
）
の
寄
進
と
も
伝
え
、
正
確
な
製
作
年
代
は
不
明
な
が

ら
、
鎌
倉
時
代
の
遺
品
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
袿
に
用
い
ら
れ
た
向
鶴
三
盛
丸
文
の
唐
織
物
は
、
地
が
経
三
枚
綾
組
織
で
地
文
は
な

く
、
向
鶴
の
三
盛
文
が
絵
緯
で
縫
い
取
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
絵
緯
は
全
幅
に
通
ら
ず
に
文
様
部
分
だ
け
を
往
復
し
、
各
文
様
ご
と
に
色
を

替
え
て
い
る
。
こ
れ
は
『
広
辞
苑
』
②
で
意
味
す
る
「
唐
織
」
と
同
様
の
組
織
で
あ
り
（
図
２
）、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
●１
で
い
う
と
こ

ろ
の
「
公
家
の
装
束
に
用
い
る
浮
織
物
」
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
熊
野
速
玉
大
社
古
神
宝
類
の
場
合
は
、
遺
品
と
記
録
が
一
致
し
、
当
時
ど
う
い
う
も
の
を
指
し
て
「
唐
織
物
」
と
呼
ん
だ
か

が
わ
か
る
。
熊
野
速
玉
大
社
の
古
神
宝
類
は
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
に
禁
裏
・
仙
洞
・
幕
府
（
足
利
義
満
）・
諸
国
守
護
職
に
よ
っ
て

調
進
さ
れ
た
。『
熊
野
新
宮
御
神
宝
目
録
』（
熊
野
速
玉
大
社
所
蔵
）
は
そ
の
時
の
目
録

（
但
し
、
原
本
は
失
わ
れ
、
江
戸
時
代
の
写
本
が
残
る
の
み
）
で
あ
り
、
天
照
大
神
を
祀

っ
た
「
若
宮
」
に
は
公
家
女
性
の
制
に
倣
っ
た
御
神
服
が
調
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
項
目
に
「
御
薄
衣
一
領

萌
黄
諸
色
唐
織
物
上
丸
文
地
小
葵
浮
線
綾

裏
萌
黄
遠
菱

平
綾
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
薄
衣
は
公
家
女
性
が
用
い
る
袿
の
一
種
で
あ
り
、
萌
黄
色
の

地
に
上
文
と
し
て
諸
色
（
さ
ま
ざ
ま
な
色
）
の
丸
文
を
唐
織
物
の
技
法
で
織
り
だ
し
、
地

文
は
小
葵
を
浮
線
綾
（
浮
織
の
綾
）
と
し
て
、
さ
ら
に
裏
地
は
菱
文
を
間
遠
に
配
し
た
萌

黄
の
綾
を
用
い
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
遺
品
が
同
社
に
伝
来
し
て
い

る
。
こ
の
表
地
は
い
わ
ゆ
る
二
倍
織

物
で
あ
る
（
図
３
―
１
）。
二
倍
織

物
は
地
文
の
他
に
、
さ
ら
に
別
の
上

文
を
織
り
だ
し
た
織
物
で
、
組
織
は

地
経
三
枚
綾
、
地
文
は
地
緯
を
浮
織

と
し
、
上
文
は
絵
緯
を
加
え
て
上
文

の
文
様
部
分
だ
け
を
縫
取
織
に
す
る

の
が
通
例
で
あ
る
（
図
３
―
２
）。

二
倍
織
物
の
呼
称
は
こ
の
よ
う
に
地

図 2 唐織物 組織図解

図 3–1 二倍織物 部分図
熊野速玉大社蔵

図 3–2 同 組織拡大図
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文
の
上
に
さ
ら
に
上
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
上
文
部
分
の
組
織
だ
け
を
見
る
と
、
唐
織
物
と
同
一
の
組

織
で
あ
り
、『
熊
野
新
宮
御
神
宝
目
録
』
で
こ
の
上
文
部
分
を
指
し
て
「
唐
織
物
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

唐
織
物
は
二
倍
織
物
の
地
文
を
省
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
技
術
的
に
は
二
倍
織
物
が
製
織
で
き
れ
ば
、
唐
織
物
も
問
題
な
く
織
る
こ

と
が
で
き
た
。
平
安
時
代
に
二
倍
織
物
が
織
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
唐
織
物
も
織
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
和
様

化
し
た
文
様
の
唐
織
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
文
献
史
料
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
唐
織
物
の
「
唐
」
は
す
で
に
中
国
製
あ
る
い
は
中

国
風
と
い
う
意
味
か
ら
離
れ
、
平
安
時
代
以
来
貴
族
の
あ
い
だ
で
好
ま
れ
た
織
物
の
伝
統
を
ひ
く
高
貴
な
織
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ
転
換

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

武
家
が
取
り
入
れ
た
唐
織
物

鎌
倉
時
代
以
来
、
政
権
の
座
に
つ
い
た
武
家
は
、
公
家
と
は
一
線
を
画
す
服
飾
文
化
を
創
り
だ
し
た
。
し
か
し
、
上
流
武
家
の
服
飾
は

公
家
に
範
を
と
る
一
面
を
見
せ
、
高
貴
な
唐
織
物
で
小
袖
を
仕
立
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

唐
織
物
が
小
袖
に
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
八
月
二
十
七
日
条
に
将
軍
足
利
義
教
の

夫
人
に
贈
ら
れ
た
引
出
物
に
「
此
時
御
引
物
。〈
略
〉
御
臺
様
。
御
小
袖
二
重
唐
織
物
。
…
…
」（『
続
群
書
類
従
』
補
遺
二

一
九
二
八

年

六
〇
五
頁
）
と
あ
り
、
あ
る
い
は
『
看
聞
御
記
』
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
四
月
二
十
六
日
条
に
「
上
様
へ
被
進
物
。
小
袖
十
重

唐
織
物
二
重
八
替
も
ろ
あ
を
。
…
…
」（『
続
群
書
類
従
』
補
遺
四

一
九
三
〇
年

五
四
〇
頁
）
と
見
え
、
義
教
の
愛
妾
で
あ
る
上
様
へ

唐
織
物
の
小
袖
が
贈
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
は
唐
織
物
と
は
別
に
金
襴
・
緞
子
な
ど
の
中
国
渡
来
の
織
物
が
併
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
こ
こ
で
言
う
唐
織
物
は
広
義
に
中
国
渡
来
の
織
物
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
定
の
織
物
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

武
家
が
小
袖
に
唐
織
物
を
取
り
入
れ
る
前
提
に
は
、
伝
統
的
な
公
家
装
束
が
あ
っ
た
。『
永
享
九
年
十
月
二
十
一
日
行
幸
記
』
に
よ
れ
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ば
、
永
享
九
年
（
一
四
三
七
）
十
月
に
後
花
園
天
皇
が
足
利
義
教
の
室
町
殿
へ
行
幸
し
た
際
の
義
教
夫
人
の
衣
裳
は
、

一
、〈
略
〉
御
臺
の
御
服
紅
葉
重
の
七
御
ぞ
。
上
地
黄
な
る
唐
織
物
、
御
紋
紅
葉
の
ち
り
葉
。
御
小
褂
唐
織
物
、
御
地
う
す
色
、
御
紋

碁
盤
に
菊
。
御
唐
衣
赤
色
、
桐
唐
草
を
う
き
織
同
御
紋
ぬ
ひ
物
。
う
き
織
も
の
ゝ
こ
御
小
袖
、
御
紋
龜
の
甲
た
す
き
に
ひ
あ
ふ
き
ひ

し
と
龍
膽
に
雪
と
の
十
六
か
わ
り
。
紅
の
生
衣
御
袴
也
。（『

新
校
群
書
類
従
』
第
二
巻

名
著
普
及
会

一
九
七
八
年

四
五
六
頁
）

と
あ
り
、
行
幸
の
場
で
は
武
家
の
義
教
夫
人
も
公
家
の
ス
タ
イ
ル
を
装
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
順
に
み
る
と
、
御
衣
は
紅
葉
重
ね
の
色
目

で
、
重
ね
の
一
番
上
の
衣
は
紅
葉
の
散
り
葉
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
黄
色
の
唐
織
物
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
重
ね
た
小
袿
は
碁
盤
に
菊
文
様
を
あ

ら
わ
し
た
薄
色
の
唐
織
物
で
あ
り
、
時
節
に
応
じ
た
重
ね
の
色
目
と
文
様
の
服
が
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
最
も
上
に
は
桐
唐
草
文
様
を
浮
織

物
と
刺
繍
で
あ
ら
わ
し
た
赤
色
の
唐
衣
を
着
た
。
ま
た
、
肌
近
く
に
は
亀
甲
・
檜
扇
・
菱
と
龍
胆
に
雪
の
文
様
を
十
六
替
わ
り
の
段
替
に

し
た
小
袖
を
着
け
、
紅
の
袴
を
は
い
て
い
る
。

故
実
を
重
ん
じ
る
公
家
装
束
か
ら
す
れ
ば
、
義
教
夫
人
の
着
用
し
た
御
衣
や
小
袿
の
唐
織
物
が
新
来
の
中
国
渡
り
の
織
物
を
採
用
し
た

も
の
と
は
考
え
難
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
唐
織
物
に
織
り
だ
さ
れ
た
碁
盤
に
菊
や
紅
葉
の
散
り
葉
の
文
様
は
和
風
の
意
匠
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
晴
れ
の
場
で
用
い
ら
れ
た
唐
織
物
は
武
家
の
あ
い
だ
で
特
権
的
な
織
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
文
明
十

四
年
（
一
四
八
二
）
奥
書
の
『
御
供
古
実
』
に
は

一
、
唐
織
物
之
事
。
一
段
御
賞
翫
之
儀
ニ
候
。
尋
常
の
人
の
め
し
候
ハ
ん
ず
る
事
に
て
ハ
候
は
ず
候
。
か
ら
を
り
物
を
お
と
こ
衆
の
著

用
の
事
ハ
、
三
管
領
へ
御
成
の
時
、
御
拝
領
之
外
ハ
無
レ

之
候
。
然
共
又
一
段
の
後
に
被
レ

下
候
事
も
可
レ

在
レ

之
。

一
、
唐
織
物
め
し
候
ハ
ん
ず
る
人
の
位
ハ
、
三
管
領
の
御
母
、
又
ハ
日
野
殿
、
三
条
殿
の
女
中
杯
の
御
事
た
る
べ
し
。
是
も
御
免
と
被
二

仰
出
一

候
て
め
さ
れ
候
。
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（『
新
校
群
書
類
従
』
第
一
七
巻

名
著
普
及
会

一
九
七
七
年

六
五
五
〜
六
五
六
頁
）

と
あ
り
、
大
永
八
年
（
一
五
二
八
）
奥
書
の
『
宗
五
大
艸
紙
』
に
も

一
、
公
方
様
御
服
と
申
ハ
、〈
略
〉
又
か
ら
織
物
ハ
、
一
段
御
賞
翫
の
儀
に
候
。
公
方
様
の
外
、
御
台
様
、
日
野
殿
、
三
条
殿
、
女
中

管
領
の
御
母
御
免
候
て
め
し
候
。
又
三
職
は
拝
領
に
て
め
し
候
。

（『
新
校
群
書
類
従
』
第
一
八
巻

名
著
普
及
会

一
九
七
七
年

一
一
二
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
武
家
の
あ
い
だ
で
は
、
将
軍
を
は
じ
め
と
す
る
上
層
階
級
の
限
ら
れ
た
人
び
と
、
あ
る
い
は
拝
領
の
場
合
に
し

か
、
唐
織
物
の
着
用
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
唐
織
物
は
武
家
に
と
っ
て
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
四
章

能
装
束
の
「
唐
織
」
の
成
立

能
楽
は
室
町
時
代
に
世
阿
弥
（
一
三
六
三
〜
一
四
四
三
）
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
世
阿
弥
は
、
物
ま
ね
の
能
か
ら
脱
却
し
て
、
象
徴

的
・
普
遍
的
な
人
物
表
現
を
め
ざ
す
夢
幻
能
を
創
作
し
、
夢
と
う
つ
つ
が
交
錯
す
る
幻
想
的
な
劇
、
幽
玄
の
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し

た
。
し
か
し
、
扮
装
が
外
面
的
な
も
の
か
ら
象
徴
な
も
の
へ
と
変
化
し
、
写
実
を
排
し
た
能
独
自
の
様
式
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に

は
今
し
ば
ら
く
時
間
を
要
し
た
。

世
阿
弥
の
時
代
は
、
ま
だ
物
ま
ね
の
能
が
主
流
を
な
し
て
い
た
。
世
阿
弥
も
『
風
姿
花
伝
』
に
お
い
て
、
女
の
物
ま
ね
は
「
女
御
・
更

衣
な
ど
の
似
せ
事
は
、
た
や
す
く
そ
の
振
舞
を
見
る
事
な
け
れ
ば
、
よ
く
よ
く
伺
ふ
べ
し
。
衣
・
袴
の
着
様
、
す
べ
て
、
私
な
ら
ず
。
尋

ぬ
べ
し
。
た
だ
、
世
の
常
の
女
か
か
り
は
、
常
に
見
馴
る
る
事
な
れ
ば
、
げ
に
は
た
や
す
か
る
べ
し
。
た
だ
、
衣
小
袖
の
出
立
は
、
大
方

の
體
、
よ
し
よ
し
と
あ
る
ま
で
な
り
。」（
岩
波
文
庫

岩
波
書
店

一
九
五
八
年

二
四
・
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ふ
つ
う
の
女
は
衣

小
袖
の
出
立
で
よ
い
が
、
女
御
・
更
衣
な
ど
身
分
の
高
い
女
は
衣
袴
の
姿
で
、
そ
の
着
方
も
よ
く
尋
ね
て
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
扮
装
を
す

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様
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〇



る
こ
と
が
肝
要
と
説
く
。
こ
こ
で
は
身
分
に
応
じ
た
実
際
的
な
服
装
が
選
ば
れ
た
。

こ
う
し
た
衣
裳
の
一
部
は
、
演
能
の
際
に
見
物
人
か
ら
、
小
袖
脱
ぎ
、
素
襖
脱
ぎ
と
称
し
、
演
技
者
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
与
え
ら

れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
能
の
装
束
に
転
用
さ
れ
て
ゆ
く
。
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
の
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
に
は
「
一
、
能
果
テ
則

還
御
戌
頭
。〔
略
〕
御
服
面
々
御
供
衆
以
下
。
御
内
者
悉
小
袖
ヌ
ギ
ア
リ
。
御
服
小
袖
都
合
八
十
三
有
之
。」（『
新
校
群
書
類
従
』
第
一
五

巻

名
著
普
及
会

一
九
七
七
年

八
一
一
頁
）
と
あ
り
、
初
日
の
終
演
後
に
多
く
の
御
服
・
小
袖
が
座
員
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の

時
、
三
日
間
連
続
し
て
行
わ
れ
た
演
能
で
小
袖
脱
ぎ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
衣
服
は
二
三
七
領
に
も
の
ぼ
っ
た
。
小
袖
脱
ぎ
・
素
襖
脱
ぎ

は
次
第
に
定
例
化
し
、
年
頭
な
ど
に
将
軍
家
か
ら
能
役
者
に
対
し
て
唐
織
物
な
ど
の
高
級
な
小
袖
が
下
賜
さ
れ
た
。『
年
中
定
例
記
』
に

は
「
一
、
御
台
様
よ
り
、
は
や
し
物
前
に
観
世
大
夫
を
め
さ
れ
て
、
か
ら
織
物
已
下
御
ふ
く
十
被
レ

下
候
。
勢
州
取
次
申
て
被
レ

下
候
。
御

ひ
ろ
ぶ
た
に
す
ハ
る
。
御
小
袖
計
也
。」（『
新
校
群
書
類
従
』
第
一
七
巻

名
著
普
及
会

一
九
七
七

五
五
八
頁
）
と
み
え
、
唐
織
物

な
ど
の
高
級
な
小
袖
が
将
軍
夫
人
よ
り
観
世
大
夫
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
し
て
拝
領
し
た
小
袖
は
も
っ
ぱ
ら
演
能
の
と
き
の
装
束
と

し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ぜ
ん
ぽ
う
ぞ
う
だ
ん

唐
織
物
が
能
装
束
に
用
い
ら
れ
た
例
は
、
金
春
禅
鳳
（
一
四
五
四
〜
一
五
三
二
？
）
の
芸
談
を
伝
え
た
『
禅
鳳
雑
談
』
に
「
一
、
碁
の

そ
う
い
ん

能
は
、
左
阿
弥
作
候
。
宗
�
、
た
う
の
み
ね
に
て
、
う
つ
せ
み
、
か
ら
お
り
物
に
て
、
花
ぼ
う
し
に
て
出
ら
れ
候
。
ま
こ
と
の
う
つ
せ
み

そ
う
い
ん

も
か
く
や
と
思
や
ら
れ
候
。」（『
金
春
古
伝
書
集
成
』
わ
ん
や
書
店

一
九
六
九
年

四
六
八
頁
）
と
あ
り
、
禅
鳳
の
父
宗
�
（
一
四
三

二
〜
八
〇
）
が
奈
良
多
武
峰
の
談
山
神
社
で
、
源
氏
物
語
に
取
材
し
た
「
碁
」
と
い
う
女
能
（
廃
曲
）
を
舞
っ
た
時
、
シ
テ
の
空
蝉
の
出

立
に
唐
織
物
を
用
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
禅
鳳
雑
談
』
に
「〈
略
〉
此
春
大
内
殿
に
て
う
月
と
六
浦
と
仕
候
が
、
出

立
、
は
だ
に
ね
り
に
、
べ
に
い
ら
ず
の
か
ら
お
り
物
ば
か
り
に
て
仕
候
へ
ば
、
出
立
面
白
き
由
被
仰
候
。」（
前
掲
『
金
春
古
伝
書
集
成
』

四
七
五
頁
）
と
あ
り
、
大
内
義
興
邸
（
大
内
義
興
が
在
京
し
た
の
は
一
五
〇
八
年
か
ら
一
五
一
七
年
ま
で
）
に
お
い
て
「
雨
月
」
と
「
六

ほ

ご
う
ら

し
ょ

浦
」
と
が
舞
わ
れ
た
際
の
出
立
に
紅
入
ら
ず
の
唐
織
物
が
用
い
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
禅
鳳
は
晩
年
の
『
反
古
裏
の
書
』
に
お
い
て
「
つ
か

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様
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い
の
女
房
な
ど
は
、
ね
り
を
も
、
は
く
ゑ
な
ど
の
小
袖
よ
し
。
お
り
物
、
か
ら
お
り
な
ど
似
合
わ
ず
。
人
に
つ
か
わ
る
ゝ
女
、
同
前
。」

（
前
掲
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
三
五
二
頁
）
と
述
べ
、
能
の
場
合
に
お
い
て
も
使
い
の
女
房
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
役
柄
に
は
織
物
や
唐

織
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
「
唐
織
」
は
高
貴
な
女
性
の
役
に
適
し
た
装
束
で
あ
っ
た
。

禅
鳳
の
記
述
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、『
禅
鳳
雑
談
』
で
「
唐
織
物
」
と
言
っ
て
い
た
も
の
が
、『
反
古
裏
の
書
』
で
は
「
唐

織
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
禅
鳳
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
空
蝉
の
扮
装
に
用
い
た
「
唐
織
物
」
と
、
使
い
の
女
房
に
は
ふ
さ
わ
し
く

な
い
「
唐
織
」
が
全
く
別
種
の
装
束
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、「
唐
織
物
」
と
「
唐
織
」
と
は
同
種
の
装
束
で
あ
っ
た
と
判

断
で
き
る
。『
禅
鳳
雑
談
』
は
藤
右
衛
門
と
い
う
人
物
が
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
前
後
に
見
聞
し
た
禅
鳳
の
芸
談
を
記
録
し
た
書
、『
反

古
裏
の
書
』
は
成
立
年
次
が
不
明
な
が
ら
永
正
以
後
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
十
六
世
紀
前
半
に
は
そ
れ
ま
で
「
唐
織
物
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
織
物
が
次
第
に
「
唐
織
」
と
い
う
言
い
方
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

ど
う
ぶ
し
ょ
う

桃
山
時
代
の
型
付
を
示
す
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
奥
書
の
『
童
舞
抄
』
で
は
七
十
曲
の
う
ち
八
曲
に
「
唐
織
」
の
語
が
み
え
、
う

ち
「
通
盛
」「
籠
太
鼓
」「
玉
鬘
」
の
三
曲
で
は
唐
織
を
用
い
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
が
、
残
る
五
曲
の
「
う
の
は
」「
湯
谷
」「
野

宮
」「
芭
蕉
」「
定
家
」
で
は
、
例
え
ば
「
湯
谷
」
に
「
小
袖
。
唐
織
・
ぬ
い
は
く
え
ら
ば
ず
」（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
編

能
楽
資
料

集
成
１
『
下
間
少
進
集
Ⅰ
』
わ
ん
や
書
店

一
九
七
三
年

六
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
織
と
繍
箔
と
の
区
別
が
な
く
用
い
ら
れ
た
。

し
ょ
う
し
ん
の
う
で
ん
し
ょ

同
様
に
『
少
進
能
伝
書
』（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
編

能
楽
資
料
集
成
３
『
下
間
少
進
集
Ⅱ
』
わ
ん
や
書
店

一
九
七
四
年
）
で
は
五

十
三
曲
の
う
ち
、「
う
の
は
」「
朝
長
」「
龍
田
」「
江
口
」「
源
氏
供
養
」「
船
弁
慶
」「
葵
上
」「
井
筒
」「
二
人
閑
」「
熊
野
」「
千
手
」

「
鴨
」「
殺
生
石
」
の
十
三
曲
で
「
唐
織
・
ぬ
い
は
く
不
レ

撰
」
と
さ
れ
、
唐
織
と
繍
箔
が
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
江
戸

時
代
の
よ
う
に
唐
織
は
表
着
、
繍
箔
は
腰
巻
と
い
う
よ
う
な
用
途
上
の
規
定
が
な
く
、
両
者
は
と
も
に
「
結
構
な
る
小
袖
」
と
し
て
優

き
ぬ
ば
か
ま

雅
、
艶
麗
な
幽
玄
美
を
演
出
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
装
束
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
か
つ
て
世
阿
弥
が
「
衣
袴
」
と
述
べ
た
女
御
・
更
衣

は
っ
ち
ょ
う
か
で
ん
し
ょ

の
扮
装
も
、
天
正
期
後
半
ご
ろ
の
刊
行
と
さ
れ
る
『
八
帖
花
伝
書
』
で
は
「
表
着
は
唐
織
を
本
と
せ
り
」（
日
本
思
想
体
系
二
三
『
古
代

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様
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中
世
芸
術
論
』
岩
波
書
店

一
九
七
三
年

五
八
五
頁
）
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
変
化
し
、
桃
山
時
代
に
は
能
装
束
の
一
種
と
し
て
「
唐

織
」
が
成
立
し
た
。

第
五
章

桃
山
時
代
の
唐
織

し
も
つ
ま

桃
山
時
代
の
天
下
人
豊
臣
秀
吉
は
能
好
き
で
知
ら
れ
、
自
ら
も
よ
く
舞
っ
て
い
る
。
そ
の
舞
に
唐
織
を
も
ち
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
下
間

し
ょ
う
し
ん

か
ん
た
ん

少
進
の
『
能
之
留
帳
』
に
よ
れ
ば
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
五
月
二
十
四
日
、
伏
見
城
で
秀
吉
が
演
じ
た
「
邯
鄲
」
に
関
し
て
「
又

太
閤
様
召
使
候
て
如
レ

前
正
面
ニ
て
見
物
、
邯
鄲
出
来
申
候
由
申
上
候
ヘ
バ
、
邯
鄲
ニ
め
さ
れ
候
唐
織
拝
領
」（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
編

能
楽
資
料
集
成
６
『
下
間
少
進
集
Ⅲ
』
わ
ん
や
書
店

一
九
七
六
年

七
三
頁
）
と
あ
り
、
少
進
が
秀
吉
の
舞
を
褒
め
た
と
こ
ろ
、
少

進
は
秀
吉
か
ら
「
邯
鄲
」
で
身
に
着
け
た
唐
織
を
拝
領
し
た
。「
邯
鄲
」
は
中
国
の
『
枕
中
記
』
に
取
材
し
た
能
で
あ
る
。
人
生
に
迷
う

青
年
盧
生
（
シ
テ
）
が
、
邯
鄲
の
宿
で
一
生
を
夢
み
る
と
い
う
仙
人
の
枕
に
臥
す
と
、
夢
の
中
で
帝
王
の
位
が
譲
ら
れ
た
こ
と
を
告
げ
ら

れ
る
。
宿
の
寝
室
は
そ
の
ま
ま
玉
座
と
な
り
、
廷
臣
が
居
並
ぶ
前
で
盧
生
は
五
十
年
の
歓
楽
を
舞
う
。
夢
の
舞
が
終
わ
り
起
こ
さ
れ
る

と
、
そ
れ
は
わ
ず
か
粟
の
飯
が
炊
け
る
間
の
こ
と
だ
っ
た
。
盧
生
は
五
十
年
の
栄
華
も
一
炊
の
夢
と
悟
っ
て
帰
っ
て
い
く
、
と
い
う
話

し
。『
童
舞
抄
』
の
「
邯
鄲
」
の
項
に
は
「
夢
の
舞
。
出
立
、
風
折
（
金
）。
長
絹
（
腰
帯
）。
大
口
。
扇
。
又
大
口
の
う
へ
に
小
袖
を
つ

ぼ
お
り
て
も
す
る
也
。」（
前
掲
『
下
間
少
進
集
Ⅰ
』
一
五
五
頁
）
と
あ
り
、
秀
吉
は
こ
の
小
袖
に
唐
織
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
織
が

夢
中
の
栄
華
な
舞
を
演
出
し
た
。

い
っ
ぽ
う
、『
宗
湛
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
正
月
三
日
の
大
坂
城
大
茶
会
で
、
秀
吉
は
足
が
隠
れ
る
ほ
ど
長

い
唐
織
の
小
袖
を
着
た
と
い
う
（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻

淡
交
社

一
九
七
一
年

一
六
四
頁
）。
桃
山
時
代
に
は
唐
織
が
能
装
束

だ
け
で
は
な
く
、
公
家
の
雅
と
武
家
の
権
力
を
象
徴
す
る
織
物
と
し
て
秀
吉
を
は
じ
め
と
す
る
支
配
者
層
の
衣
服
に
も
好
ま
れ
た
。

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様
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京
都
の
高
台
寺
に
は
七
枚

の
唐
織
の
打
敷
が
伝
来
し
て

い
る
。
高
台
寺
は
豊
臣
秀
吉

の
夫
人
高
台
院
が
秀
吉
亡
き

後
、
自
ら
の
菩
提
所
と
し
て

慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）

に
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
。

そ
こ
に
伝
来
す
る
打
敷
の
一

枚
、
立
涌
に
桐
文
様
の
唐
織
（
図
４
―
１
）
に
は
高
台
院
が
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
寄
付
を
し
た
旨
の
墨
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。

高
台
院
が
何
ら
か
の
祈
り
を
込
め
て
自
ら
の
小
袖
を
打
敷
に
仕
立
て
替
え
て
奉
納
し
た
の
で
あ
る
。
残
り
の
唐
織
に
も
桐
文
が
織
り
出
さ

れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
高
台
院
の
小
袖
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

桃
山
時
代
の
唐
織
を
み
る
と
、
組
織
は
地
が
経
三
枚
綾
で
、
絵
緯
を
半
越
（
地
緯
二
越
ご
と
に
絵
緯
一
本
）
に
入
れ
て
、
縫
取
の
浮
織

で
文
様
を
織
り
出
し
て
い
る
（
図
４
―
２
）。
こ
れ
は
『
広
辞
苑
』
②
の
定
義
ど
お
り
で
あ
る
。
こ
の
組
織
が
公
家
装
束
の
唐
織
物
か
ら

受
け
継
が
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
も
と
も
と
公
家
好
み
の
唐
織
物
は
古
神
宝
の
遺
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

三
、
四
色
の
絵
緯
で
飛
び
文
様
を
あ
ら
わ
し
た
上
品
な
織
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
唐
織
物
が
小
袖
に
採
用
さ
れ
て
次
第
に
華
や
か
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
桃
山
時
代
に
は
華
美
を
好
む
風
潮
の
な
か
で
、
唐
織
は
八
色
か
ら
十
色
に
も
及
ぶ
多
彩
な
色
使
い
に
な
り
、

以
前
に
も
増
し
て
華
麗
さ
を
増
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
金
糸
も
加
わ
り
、
さ
ら
に
豪
華
さ
を
増
す
が
、
一
般
の
小
袖
は
染
め
の
時
代
と
な

り
、
織
物
が
敬
遠
さ
れ
、
唐
織
は
能
の
装
束
に
お
い
て
独
自
の
様
式
と
美
を
生
み
出
し
、
高
貴
な
女
性
の
美
を
演
出
し
た
。
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図 4–1 立涌に桐文様唐織打敷
部分図 高台寺

図 4–2 同 組織拡大図

「
唐
織
物
」
の
受
容
と
変
様

一
四


